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◾️ 逗子市消防団第４分団地域の情報ページ　第15回.◾️

　当消防団第４分団は、地域の安全を守るだけでなく、日頃からさまざまな地域活動を通じて住民の皆さん

と深く関わりながら、防災力の向上と地域の活性化に取り組んでいます。

池子小学校区住民自治協議会　役員募集のお知らせ

ちょっと時間があるよ、

という方

逗子市のことを

もっと知りたい方

【問い合わせ】

こちらからもどうぞ

 池子地域のお困りごとを聞いて、行政に住民の声を届けたり、地域内の情報交換を
サポートしたり、池子地域をよりよくしようと活動している「池子住民協」です！

いっしょに活動してくれる方を募集中です。

ちょっと興味がある…　詳しい話を聞いてみたい... という方は、
下記メールアドレスまでご連絡ください！

【問い合わせ】ikegojyuminkyo@gmail.com　齋藤まで。

お住まいの地域のことを

もっと知りたい方

簡単なボランティアを

してみたい方

一緒に池子地域を

すこしだけ

良くしてみませんか？

　地域球技大会への参加をはじめ、各自治会の防災訓練では

備品の作動確認や使い方の支援を行い、池子夏祭りの宵宮で

は焼きそば・焼き鳥・飲み物の提供で祭りを盛り上げ、本宮

では来場者の安全を守る警備活動を担っています。年末に

は、小学生の呼びかけ放送を流しながら池子地域を巡回する

歳末火災予防パトロールを実施し、年始には神明社を訪れる

参拝者へお神酒や甘酒、お菓子を振る舞うなど、地域の一年

の節目にも寄り添っています。

他に何か有りましたら何でも構いませんので相談ください。

逗子市消防団第４分団　

分団長　星野　清行 
090-8593-7131 /   0468-72-2178
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・1/25(日)第8回会員会議を行いました。自治会代表者の皆さまや支援団体、包

括団体の皆さまにもご参加いただき日頃の活動について発表していただきまし

た。また「登下校の旗振り隊」や「公園の利用ルール」については検討案を出

し、今後更に皆さまと話し合っていくことになりました。

池子住民協　活動紹介
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 ・1/23(金)に開催された住民協連絡会に出席してきました。令和

７年度逗子市防災訓練の振り返りについて話し合いました。「自

主防災組織活動マニュアル」を逗子市が作成、ホームページに公

開しています。右のQRコードからページに進んでご覧ください。

逗子市主催　

住民自治協議会

　連絡会　　

担当：齋藤
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おもちゃクリニック部会 

池子やまとしょしつ1階

　 コミュニティールーム

担当：齊藤（嘉）

・毎月、第4土曜日、9:00AM～12:30PM受付で、

「池子やまとしょしつ」1階で、おもちゃの診療をし

ています。

　ドクター一同、腕を磨いて、お待ちしています。

　お気軽におたずねください。

担当：齋藤

わんわんパトロール

地

域

美

化

　　　　　　　　【おねがい】

　地域の公園の花壇は、ボランティアの方々がお花

を植えてくださっています。

アザリエ南公園の花壇に立ててある、小さな立て札

を壊したり、抜き去ったりされて困っています。

公園の花壇エリアをみんなで大事にしましょう。

防犯部会

 ～2月は一年の中でも特に火災リスクが高まる季節です〜

空気は乾燥し、暖房器具の使用は日常となり、さらに風が加わりま

す。防災の視点で見れば、2月は「何も起きていないように見えて、

火災が起きる条件が静かにそろっている時期」と言えるでしょう。

お出かけ、お休みの際は、いま一度火の元の確認を！

福祉部会
福

祉
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動

担当：中川
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 池子会館において 楽しいひとときを過ごしましょうと「池子の休息時間」 が

去る1月29日（木）午前中に、 社会福祉協議会・東部地域包括支援センター共催、

池子住民協協力　で行われ、10名の方が参加されました。

  ２階では、大スクリーンで「太鼓の達人」をやってみよう！と、 楽しく太鼓を叩い

て楽しみました。脳の刺激になりました。また、体力測定コーナーもありました。

 ３階和室では、「ピラティス」と言う体操で楽しく体をほぐしました。

 2026年4月から

自転車にも交通反則通告制度が適用されます。

免許はなくてもドライバーです。

ルールを守って責任ある運転を！

自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入

【自転車ルールブック】

警察庁交通局


